
県発注工事の一般競争入札に参加する際の留意事項 広島県

• 一般競争入札では、入札参加するための条件（資格要件）を満たさない者が入札した場合、原則として指名除外を措置します

• 入札に参加する際には、資格要件を満たしているか十分に確認してください

主な要件 要件の主な内容 留意事項

業種
公告文に記載の「認定が必要な業種」欄に記載され
た業種に入札参加資格の認定を受けていること
（公告記載の『〇〇年度入札参加資格者名簿』の認定業種）

・公告記載の「〇〇年度入札参加資格」の認定が必要です
・公告時点で有効な名簿を対象としています
（名簿の切り替え時期は、適用名簿が混在するため特に注意）

格付
該当業種について、公告文に記載の「格付等級」欄
に記載された格付を有していること
（公告記載の『〇〇年度入札参加資格者名簿』の格付）

・公告記載の「〇〇年度入札参加資格」の格付であることが必要です
・該当する格付であっても条件付きの場合（「〇〇に該当するB」など）は、条件
を満たさない当該格付の者の参加はできません（別紙参照）

営業所
所在地

公告文に記載の「営業所の所在地」欄に記載された
地域に建設業法上の営業所を有すること

・「主たる営業所」の所在地が条件とされている場合は「その他の営業所（〇〇支
店等）」があっても入札に参加できません
・格付ごとに条件が異なる場合があるため、注意してください
（例：格付Bの場合は主たる営業所が〇〇市内にあること）

平均完成
工事高

該当業種の経営事項審査における平均完成工事高
が公告文に記載の「平均完成工事高」欄に記載され
た額以上であること

以下のいずれかの平均完成工事高が要件の額以上か確認してください
・ 資格認定を受けた際の経営事項審査（資格者名簿に記載）
・ 有効な経営事項審査（資格認定後の最新のもの）

元請施工
実績

公告文に記載の「元請施工実績」欄に該当する工事
の元請施工実績があること

・工事内容だけでなく、発注者（国、県、市町等）を条件として指定している場合
があるので注意してください（特に市町工事の取扱いは注意）
・「公告共通事項」に、工種ごとの具体的な工事内容を記載しているので、十分
に確認してください（道路工事と道路改良工事など類似するものは特に注意）

配置予定
技術者

公告文に記載の「配置予定技術者」欄に記載の「資
格」・「経験」を有する技術者を配置可能であること

・技術者の経験については、原則として「全期間従事していること」が条件となる
ため注意してください（一時中止期間や現場着手までの期間は除く）
・対象となる工事については、元請施工実績と同様の点に注意してください



他の格付等対象の一般競争入札に参加できる者について 広島県

• 県発注工事は価格帯（予定価格）別に、入札に参加できる格付を区分して発注しています（格付別標準発注金額表（一）【建設工事指名業者等選定要綱別表４】）

• 原則として、格付別発注標準表に対応する格付の資格者のみが入札参加できるルールですが、工事成績等の一定の基準を満たす場合は、特

例として他の格付等対象の一般競争入札に参加することができます

・ 一般競争入札事務処理要綱（事後審査型）別記１の１の要件を満たす者

（入札参加資格者名簿（EXCEL版）の当該業種の「優良企業」欄に「１」又は「２」が表示されている者）

特例①（白枠）

・ 一般競争入札事務処理要綱（事後審査型）別記１の２の要件を満たす者

（入札参加資格者名簿（EXCEL版）の当該業種の「準白枠」欄に「１」が表示されている者）

特例②（準白枠）

土木一式工事のみ

特例対象者

特例適用の例 土木一式工事のBランク業者の場合

公告文への記載（例）
2.3千万円以上
1.2億円未満

1.2億円以上
1.7億円未満

1.7億円以上
2.3億円未満

特例①
Bのうち

一般競争入札事務処理要綱（事後審査型）別記１の１の要件を満たす者
参加可能

特例②
Bのうち
一般競争入札事務処理要綱（事後審査型）別記１の２の要件を満たす者

参加可能 参加不可

特例なし B 参加可能 参加不可

※ 災害時その他特別な事情等により、上記特例以外の場合においても、格付別発注標準表とは異なる格付の入札が参加可能な場合もあります

入札に参加する前には、公告文を十分に確認してください

（格付別標準発注金額表（三）【建設工事指名業者等選定要綱別表6】）

（格付別標準発注金額表（二）【建設工事指名業者等選定要綱別表５】）

※①、②ともに公告日時点で指名除外・下請制限・契約制限の期間満了後１年を経過していない者は除く



２ 入札参加資格 

  共通事項４(2)に掲げる要件のほか、次の要件をすべて満たしていること。 

技術要件以外の要件 

(1) 

 

 

令和７・８年度 

広島県建設工事 

入札参加資格 

ア 認定が必要な業種 土木一式工事 

 イ 格付等級 

Ａ 

若しくは B のうち一般競争入札事務処理要綱（事後審査型）別記

１の１の要件を満たす者 

若しくは B のうち一般競争入札事務処理要綱（事後審査型）別記

１の２の要件を満たす者 

 ウ 平均工事成績点 ― 

 エ 災害復旧工事等 ― 

(2) 営業所（建設業法第３条第１項）の所在地 格付等級Ａである者：県内に主たる営業所を有する。 

格付等級Ｂである者：県内に主たる営業所を有し、かつ、○○市

に営業所を有する。 

(3) 年間平均完成工事高 ２(1)アに定める業種について１(5)に掲げる予定価格以上 

(4) 特定建設業許可の要否 
建設業法施行令第２条に定める金額以上を下請契約する場合は、

特定建設業許可を必要とする。 

(5) 

 

設計業務等の受託者（右欄の者）又は当該受託者

と資本面及び人事面において関係を有さないこ

と。 

○○設計株式会社 

技 術 要 件 

(6) 元請施工実績 

 

ア 種類（及び規模） 

土木一式工事であるもの 

ただし、土木一式工事の実績が市町の実績（令和５年４月１日以降に広島県水道広域連合企

業団が発注、又は完成検査を行った工事を含む）のみの場合は、共通事項４（6）に定める道

路改良工事であるもの。 

 イ 完成検査 平成〇年〇月〇日から令和○年〇月〇日までの間に完成検査を受けていること。 

 
ウ その他 県内における公共工事等 

(7) 配置予定技術者 

 
ア 専任配置の要否 

請負代金額が建設業法施行令第 27 条第１項に定める金額以上となる場合は、専任配置を必

要とする。 

 イ 資格等 建設業法施行令第２条に定める金額以上を下請契約する場合は、(1)アの業種について建設

業法第 15条第２号イに該当する者（１級○○士等）で監理技術者の資格を有する者、それ以

外の場合は、建設業法第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者であること。 

 ウ 経験 (6)ア、イ、ウ（県内の要件は除く。）を満たす工事において、元請業者の監理技術者又は主

任技術者等（現場代理人又は準じる技術者（監理技術者補佐のほか、監理技術者又は主任技

術者に準じて下請業者を指導する立場であったと認められる者）を含む。）としての経験を有

すること。 

 エ 建設業法第 26 条第

３項第２号の適用 

認める。ただし、共通事項６(1)ア～ウに記載の要件をすべて満たすこと。 

 

 

入札公告の例（間違いやすいポイント） 広島県

①
②

③

④

⑤

①
• 旧名簿（R５・６名簿）の格付等は適用できません

• 名簿の切替え時期は適用する名簿が混在するので注意して
ください。（同時期の発注で適用名簿が異なる場合あり）

②
• この例の場合、特例対象でないBランクは参加できません。

③
• Aランクの場合と、Bランクの場合で営業所要件が異なるた
め注意してください

④
• ①の名簿上の数値か直近の経営事項審査（結果通知済）の数
値のいずれかで確認してください

⑤
• この例の場合、例えば県発注工事であれば土木一式工事の実
績があればOKですが、市町実績の場合は土木一式工事かつ
道路改良工事の実績である必要があります（いずれも広島県
内における実績に限る）

• 道路工事と道路改良工事など類似する工種があります。工種
の定義は公告共通事項で十分に確認してください

⑥

⑥
• この例の場合、⑤と同様に土木一式工事の公共工事等の経
験が必要ですが、広島県内の工事である必要はありません

• 例えば、広島県以外の都道府県の発注する土木一式工事に
元請業者の主任技術者として従事した経験はOKです



格付別標準発注金額の早見表（令和７年度） 広島県

令和７・８年度（令和７年６月１日から）　格付別標準発注金額表

土木一式工事

Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
県外 県内 県内 県内 県内 県内

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

15

Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ
県内 県内 県内 県内

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ａ Ｃ Ｄ
県内

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ
県内 県内 県内 県内 県外 県内 県内県外 県内 県内

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
県内

Ａ Ｂ Ｂ Ｃ
県内県外

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
県内 県内

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ
県内 県内 県内 県内

水道施設工事

発注
金額

600

170
特例
①

100

40
特例
①

23

特例
①14

特例
①12

9
特例
①

特例
① 特例

①5

管工事

発注
金額

80
特例
①

60

23
特例
①

17
特例
①

10
特例
①

7
特例
①

3

法面処理工事 　　　　　舗装工事

電気工事建築一式工事

特例
①

特例
①

特例
①

特例
①

特例
①

特例
① 特例

①

5

特例
①

特例
①

特例
①

300

50

30
特例
①

40

9

特例
①

特例
①

3

特例
①

15

9

120

50

23

17

6

8
特例
①

6

ＤＡ Ｂ Ｃ

120

電気通信・機械器具

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

230

170
特例
①

60

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

造園工事とび・土工・コン・解体工事

10

特例
①

Ｂ

特例
②

3

特例
①

特例
①

特例
①

7

6

5

8

60

17

特例
①

12

230

170

55

塗装工事

60

500 120 40

17

120

60

80

特例
①

14

23

特例
①

600

300
特例
①

23

15

Ａ Ｂ Ｃ

60

鋼構造物工事

特例
①

30

特例
①

17

Ｄ

6

特例
①

8

9
特例
①

特例
①

特例
①

特例
①

17
特例
①

14

30

8

600

90
特例
②

10

612

9

40


